
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和８年１月９日 

 

経理責任者 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 

院長 来見 良誠 

 

１ 競争に付する事項 

（１）件名 

デジタルマンモグラフィ保守業務委託 

（２）仕様書等 

   入札説明書及び仕様書による 

（３）履行期間 

   仕様書による 

（４）履行場所 

   滋賀県大津市富士見台１６番１号 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 

（５）入札方法 

① 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械 

   器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるもの 

   とすること。  

  ② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パ

ーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ

の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって評価するので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額（総額）の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 

 

２ 競争に参加する者の必要資格に関する事項 

（１）独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則（以下「契約事務細則」とい

う。）第４条第４項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。 

（２）契約事務細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、成年被後

見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているも

のは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第５条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当す

る者を一般競争に参加させることができない。 

   一 契約を締結する能力を有しない者 

   二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32



条第１項各号に揚げる者 

（３）契約事務細則第６条の規定に該当しない者であること。 

 【参考】契約事務細則抜粋 

  第６条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実が

あった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その

他の使用人として使用する者についても、同様とする。 

   一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

   二 公正な競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

   三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 

   四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を

妨げた者 

   五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

   六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

   七 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

   八 前各号に類する行為を行った者 

  ２ 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競

争に参加させないことができる。 

  ３ 第１項の期間その他必要な事項は、別に定める。 

（４）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」で、Ａ、Ｂ、

Ｃ又はＤ等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、

登録資格の停止を受けている期間は参加できない。 

（５）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去３年間におい 

  て虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度 

  が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 

（６）次の各号に掲げる制度が適用されるものにあっては、この入札の入札書提出期限の

直近２年間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納が無いこと。 

   ① 厚生年金保険 ② 健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③ 船員保険 

   ④ 国民年金 ⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険 

（７）独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第２条の各

号に該当しないものであること。 

 

３ 契約条項を示す場所 

〒５２０－０８４６ 滋賀県大津市富士見台１６番１号 

  独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 経理課契約係 

  電話：０７７－５３７－３１０１  ＦＡＸ：０７７－５３４－０５６６ 

 

４ 競争入札執行等の日時及び場所 

（１）入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

   上記３に同じ。なお、前以て連絡のうえ名刺及び「機密保持に関する誓約書」（本公

告に添付）を持参又は郵送すること。 



（２）競争参加資格確認書類提出期限ならびに入札書提出期限 

   令和８年１月２７日（火）までの土曜日、日曜日及び休日を除く９時００分から１

７時００分（最終日は 11：00）まで必着にて上記３に持参又は郵送すること。（作成に

かかる費用は提出者の負担とし、提出された書類は当該経理責任者による競争参加資

格の確認以外に無断で使用する事はできない。また、提出された書類は返却されない。） 

  ※ＦＡＸ・Ｅメール等による入札は不可。 

（３）開札日時及び場所  

   令和８年１月２８日（水）１１時１５分 ３階会議室 

 

５ その他必要な事項 

（１）入札保証金及び契約保証金 「免除」  

（２）入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」  

（３）入札者に要求される事項  

   この一般競争に参加を希望する者は、２の証明となる競争参加資格確認書類を上記

４（２）の受領期限内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間

において、経理責任者から上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、

これに応じなければならない。 

（４）入札の無効  

   本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務

を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。  

（５）契約書作成の要否 「要」 

（６）契約の相手方の決定方法 

   契約事務細則第３４条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効

な入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基

づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一

交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不

調となり、又は交渉開始から１０日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任

者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。 

（７）詳細は入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



機密保持に関する誓約書 

 

  年  月  日 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 

院長 来見 良誠 殿 

 

 

所在地 

 

法人名 

                                     代表者名                  印 

 

               （以下「当社」という。）は、デジタルマンモグラフ

ィ保守業務委託（以下「本件目的」という。）を行うにあたり、貴院から当社に対して

開示される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関して、以下各条のとお

り誓約します。 

 

（機密情報の定義） 

第１条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたり書面・口頭その他開示の方法を問 

わず開示される本物件に関する一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれ 

かに該当する情報については、この限りではありません。 

 （１）開示を受ける以前より自ら保持し、または第三者から入手していた情報 

 （２）開示を受ける時点で既に公知であった情報、またはその後公知となった情報 

 （３）守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報 

 （４）当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報 

 （５）貴院から書面により開示の承認を得た情報 

 

（機密情報の取扱い期間） 

第２条 貴院が存続する期間はもとより、病院名の変更、移転、運営母体の変更及び病 

院の廃止等、いかなる場合においても本誓約書の効力は継続するものとします。 

 

（表明及び保証） 

第３条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性について何らの表明及び保 

証（明示か黙示かを問わない。）を行わないことを当社は了承します。 

 ２  当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対 

して損害賠償の請求、その他一切の異議を申し立てないものとします。 

 

（機密情報の取扱い） 

第４条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用する 

ものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者に対してこれを開 

示・漏洩・公表しません。 



 ２  当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係 

する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対 

して、一切情報を開示しません。また、情報の開示を受ける一部特定の従業員 

に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件 

目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。 

 

（機密情報取扱いの例外） 

第５条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者 

及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲内の情報を開示するこ 

とができるものとします。 

 （１）顧問弁護士、会計監査人 

 （２）機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し 

    て助言を求める会計士、その他外部の専門家 

 （３）裁判所または行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場 

    合における当該官公署 

 （４）法令に基づき当社を監督する官公署または団体からその監督の目的のために機 

 密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署または団体 

 

（善管注意義務） 

第６条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院または貴院の指定する者より交 

付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料 

を保管使用します。 

 

（利害関係人との接触の禁止） 

第７条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、 

その他本物件と利害関係のある第三者と接触しないものとします。 

 

（機密情報の返還） 

第８条 当社は、本件目的の実施が終了した時または貴院より請求を受けた時には、直 

ちに開示された本物件に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い、貴院に 

返還または当社の責任において破棄します。 

 

（損害賠償） 

第９条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合には、 

当社に対して損害賠償を請求できるものとします。 

 

（準拠法及び管轄裁判所） 

第１０条 本契約は、日本法を準拠法とし、本契約にかかる問題は日本法に従って取扱 

     うものとします。 

  ２  当社は、本誓約書に関して争いが生じた場合は、大津地方裁判所を第一審の 

         専属管轄裁判所とすることに同意します。 

 

以上 


